
 

 

自転車のことをもっと知りましょう！ 
 

自転車のいいところ 自転車のいろんなメリット 

自転車は環境にやさしい乗り物なだけではなく、実は 5km圏内の場合、時間的に

一番効率の良い乗り物です。 

     

※5km圏内での経済・脱酸素メリット 

自転車は、交通ルールを守って特別にスピードを出さなくても、約５km未満の近距

離では、他の移動手段よりも早く移動できます。 

 

  

地球にやさしい

年間二酸化炭素削減量
324.8kg

経済的

年間ガソリン代節約額
26,001円

健康的

年間医療費節約額
（40歳以上）

116,640円



 

 

 

自転車のいいところ 健康的な体づくりに貢献 

買い物や通勤など、日ごろの移動手段を自転車に変えるだけで有酸素運動になりま

す。自転車は特別な準備が必要なく、がんばらなくても続けやすい手軽な運動で、

自転車通勤を開始した人の 3割に健康状態の改善傾向がみられます。 

 

 

 

  



 

 

 

自転車のいいところ サイクルツーリズムのメリット 

自転車を活用した観光のメリットは時間や予定の自由度が高く、健康的な観光が

可能です。 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

自転車に乗る時に注意 自転車事故に気を付けましょう 

自転車は日常生活以外でも健康や観光振興に役立つメリットがたくさんある一方、

事故等の安全面に注意する必要があります。 

自転車事故発生場所の約 70％が交差点での事故で、最も多く発生しています。

次に歩道での事故で、約 20％発生しています。歩道上で発生する事故の相手当

事者の約 70％が自動車です。細街路から出てくる自動車と事故になる危険性が

高く、歩道を通行する場合は十分に気を付けて走行しなければなりません。 
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計画改定の背景と位置づけ 

 計画改定の趣旨 

平成 29 年 5 月に｢自転車活用推進法｣が施行され、奈良県では、同法第１０、及び第 11 条に基づき、令和 2

年３月に「奈良県自転車活用推進計画」を策定しました。 

今回、これまでの計画の成果や自転車を取り巻く状況の変化を踏まえ、自転車に関する施策をさらに推進するため、

「奈良県自転車活用推進計画」を改定し、本県における、自転車の活用による観光振興等に向けた総合的かつ計画

的な推進を図るための基本計画とします。 

 奈良県のこれまでの取組 

❖奈良県自転車利用促進計画（H22.12） 

⚫ 奈良県では、県内の観光資源を巡る手段として自転車を着目し、自転車のネットワークの連続

性や自転車利用環境の利便性・快適性の向上を目指し、自転車利用者の視点に立った「奈良

県自転車利用促進計画」を平成 22年 12月に策定しました。 

⚫ 自転車による広域的な周遊観光を促す環境づくりを推進することで、自転車ならではの新たな

観光スタイルの創出や地域活性化を図りながら、県民の健康増進や環境にやさしいまちづくり

等を実現する取組を進めてきました。 

 

▼奈良県自転車利用促進計画（Ｈ22.12）の概要 

  

◆自転車利用促進に向けた取組方針

○ 県内における滞在型観光の拡大による観光振興や地域活性化

○ あわせて、県民の健康増進や環境にやさしいまちづくり等の実現。

①安全・快適でわかりやすい
自転車利用ネットワークを構築する「ハード施策」

②自転車を利用しやすい
環境を創出する「ソフト施策」

③関係者が連携した継続的な取組を支える「推進体制」
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❖奈良県自転車活用推進計画（R2.3） 

⚫ 令和２年３月に｢奈良県自転車活用推進計画｣を策定し、令和２年度から 5 ヶ年における自転車

の活用を進める上で必要な取組として、｢観光振興｣、｢まちづくり｣、｢安全・安心｣の観点で位置

づけしました。 

 

▼奈良県自転車活用推進計画（R2.3）の概要 

 

 

❖奈良県自転車活用推進計画（R2.3） 

⚫ 奈良県では、令和２年３月に策定した「奈良県自転車活用推進計画」に基づき、有識者で構成

する「自転車活用推進会議」を令和５年度まで計４回開催し、計画に位置づけられた各施策の

進捗状況等のフォローアップを実施するとともに、措置の進め方などの意見を伺いました。 

 

▼奈良県自転車活用推進会議の様子 
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 全国的な動向 

❖自転車活用推進法（H29.5） 

自転車は環境に優しい交通手段であり、災害時の移動・輸送や国民の健康の増進、交通の混雑の緩和等に資

するものであることから、環境、交通、健康増進等が重要な課題となっている我が国においては、自転車の活用の

推進に関する施策の充実が一層重要となっています。 

これを踏まえ、平成 29 年５月に自転車活用推進法が施行され、自転車の活用について、政府として総合的・

計画的に推進するため、国土交通省に大臣を本部長とする自転車活用推進本部が設置されました。 

また、同法の基本理念では、自転車の活用の推進が、公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識

の下、交通体系における自転車による交通の役割を拡大することを旨として行うとともに、交通の安全の確保を図り

つつ行われなければならないとされており、また、重点的に検討・実施すべきものとして、自転車専用道路や自転車

専用車両通行帯等の整備をはじめとする 15 の項目が基本方針として示されています。 

 

▼自転車活用推進法の概要 

 

出典：国土交通省資料より抜粋 
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❖第２次自転車活用推進計画（R3.5） 

自転車活用推進法に基づき、自転車の活用の推進に関して、自転車をめぐる現状及び課題に対応するため、

自転車の活用の推進に関する目標および実施すべき施策などを定めた第１次自転車活用推進計画が平成 30

年に閣議決定されました。しかし昨今の社会情勢の変化等を踏まえ、また今後の社会の動向を見据えつつ、持続

可能な社会の実現に向けた自転車の活用の推進を一層図るため、第２次自転車活用推進計画が令和 3 年に

閣議決定されました。自転車に関する取組をより総合的・計画的に進めていくことが推進されています。 

 

▼自転車活用推進計画の概要 

 
出典：国土交通省資料より抜粋 
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 奈良県自転車活用推進計画の位置づけ 

⚫ 第 2 次奈良県自転車活用推進計画は、国が策定した自転車活用推進計画の内容、奈良県自

転車利用促進計画（R2.3策定）に基づくこれまでの取組、その他関連計画における自転車の位

置づけなどを踏まえ、自転車の活用を進める上で必要な取組を取りまとめたものです。 

 

▼第２次奈良県自転車活用推進計画の位置付け 
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計画区域・期間・実施者 

 計画区域 

計画の対象区域は奈良県全域とします。 

 

 計画期間 

本計画の計画期間は、今後の 5箇年とします。 

 

 実施者 

本計画は奈良県が実施します。 


